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上
尾
瓦
葺
「
懸
樋
改
修
碑
」
に
つ
い
て

整
理
番
号

題
額

題
額
揮
毫

碑
記
撰
文

碑
記
揮
毫

上
尾
○
三

改
修
懸
樋
碑
記

島
田
剛
太
郎

早
川
光
蔵

木
村
増
二

鐫
刻

撰
文
建
碑
年

住
所

場
所

備
考

黒
須
平
吉

一
九
一
○
・
明
治
四
三

瓦
葺

懸
樋
史
跡
公
園

一
．
は
じ
め
に

本
石
碑
は
、
見
沼
代
用
水
と
綾
瀬
川
が
交
差
す
る
瓦
葺
地
区
に
設
け
ら
れ
た
懸
樋
（
掛
渡
井
）
を
改
修

し
た
こ
と
を
記
念
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
懸
樋
は
、
見
沼
代
用
水
が
綾
瀬
川
を
跨
ぐ
た
め

た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
木
造
の
た
め
頻
繁
に
掛
け
替
え
が
必
要
で
あ
っ
た
の
を
、
明
治

四
十
年
に
鉄
製
の
も
の
に
改
修
し
た
。
な
お
、
昭
和
三
十
五
年
に
懸
樋
か
ら
伏
越
に
改
造
さ
れ
、
現
在
は

懸
樋
は
な
い
。

○
写
真
１

石
碑
正
面
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○
写
真
２

題
額
（
篆
書
体
）

○
写
真
３
「
碑
記
」
部
分
（
楷
書
体
）

○
写
真
４

石
碑
背
面
（
部
分
）

二
．
翻
刻
並
に
訳
注

■
翻
刻

（
正
面
）

◎
題
額改

修
懸
樋

碑
記
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◎
碑
記

埼
玉
縣
知
事
正
五
位
勲
四
等
島
田
剛
太
郎
篆
額

見
沼
渠
者
大
将
軍
德
川
吉
宗
公
命
其
臣
井
澤
彌
總
兵
衛
開
鑿
之
以
資
灌
漑
實
在
享
保
十
二
年
渠
中
有
五
大

工
焉
曰
元
圦
曰
八
間
曰
十
六
間
曰
伏
越
曰
懸
樋
懸
樋
者
在
本
郡
瓦
葺
村
聞
之
故
老
云
幕
府
之
作
伏
樋
懸
樋

閘
門
等
皆
用
木
材
毎
十
年
必
改
修
之
維
新
後
使
水
利
組
合
管
渠
爾
來
民
費
漸
多
過
期
僅
修
補
之
然
經
年
之

久
材
朽
水
漏
明
治
三
十
九
年
四
月
改
修
元
圦
水
量
倍
加
而
懸
樋
下
流
水
或
不
給
乃
欲
改
修
以
均
水
利
其
歳

十
二
月
豫
算
其
費
以
付
組
合
會
議
咸
然
之
於
是
請
埼
玉
東
京
兩
知
事
得
允
四
十
年
四
月
起
工
翌
年
三
月
竣

樋
長
九
十
尺
廣
二
十
四
尺
七
寸
二
分
深
六
尺
一
寸
五
分
以
鐵
作
之
用
鋼
鐵
二
萬
二
千
十
四
貫
鐵
具
二
百
三

十
七
貫
鐵
線
六
十
四
貫
木
材
四
千
四
百
八
十
七
本
硬
石
一
百
二
枚
煉
瓦
二
十
五
萬
九
百
七
十
枚
膠
灰
八
百

一
樽
砂
礫
一
石
一
斗
五
升
毛
皮
二
巻
竹
繩
二
百
九
十
二
條
二
子
繩
二
千
六
百
七
十
二
條
藁
苞
六
千
四
百
六

十
竹
材
二
千
七
百
十
八
竿
杉
皮
五
十
二
束
柳
條
一
百
五
束
役
使
職
工
及
雜
役
夫
一
萬
三
千
二
百
七
人
工
吏

二
人
工
夫
一
人
資
金
凡
三
萬
九
千
百
八
十
二
圓
有
奇
而
困
出
金
一
萬
千
二
百
九
十
五
圓
有
奇
府
出
金
四
千

二
百
二
十
五
圓
有
奇
以
補
助
之
其
餘
皆
係
組
合
町
村
出
資
矣
抑
經
始
斯
工
也
請
䂓
畫
於
本
困
廳
技
師
島
崎

孝
彦
且
董
監
之
其
製
堅
牢
涓
滴
無
漏
水
流
滾
滾
如
矢
以
灌
東
縁
南
北
足
立
南
埼
玉
三
郡
五
千
六
百
四
十
八

町
有
奇
及
西
縁
二
千
六
百
六
十
四
町
有
奇
之
田
綽
有
餘
裕
矣
於
是
組
合
會
員
胥
謀
欲
刻
之
石
以
不
朽
其
功
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余
乃
敘
其
事
且
作
詩
繋
之
曰

鐵
渠
横
水
上
一
路
駛
線
通
十
里
長
分
注
良
田
萬
頃
豐

明
治
四
十
三
年
六
月

埼
玉
困
北
足
立
郡
長
從
六
位
勲
五
等
早
川
光
藏
撰
文

埼
玉
困
女
子
師
範
學
校
教
諭
剛
石
木
村
増
二
謹
書黒

須
平
吉

鐫

＊
異
体
字
等

○
困

縣
。

○
䂓

規
。

（
背
面
）

見
沼
代
用
水
路
普
通
水
利
組
合
管
理
者

埼
玉
縣
北
足
立
郡
長
早
川
光
蔵

（
以
下
建
碑
関
係
者
名
列
記

略
）
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■
訳
注

●
本
文
（
い
わ
ゆ
る
旧
字
体
と
し
、
一
行
毎
に
改
行
し
た
）

◎
題
額

改
修
懸
樋
碑
記

◎
碑
記

埼
玉
縣
知
事
正
五
位
勲
四
等
島
田
剛
太
郎
篆
額
。

見
沼
渠
者
、
大
將
軍
德
川
吉
宗
公
、
命
其
臣
井
澤
彌
總
兵
衞
、
開
鑿
之
以
資
灌
漑
。

實
在
享
保
十
二
年
。

渠
中
有
五
大
工
焉
。

曰
元
圦
、
曰
八
間
、
曰
十
六
間
、
曰
伏
越
、
曰
懸
樋
。

懸
樋
者
、
在
本
郡
瓦
葺
村
。

聞
之
故
老
云
、

幕
府
之
作
伏
樋
懸
樋
閘
門
等
、
皆
用
木
材
。

毎
十
年
、
必
改
修
之
。

維
新
後
、
使
水
利
組
合
管
渠
。

爾
來
、
民
費
漸
多
。

過
期
僅
修
補
之
。

然
經
年
之
久
、
材
朽
水
漏
。

明
治
三
十
九
年
四
月
改
修
元
圦
、
水
量
倍
加
而
懸
樋
下
流
水
或
不
給
。

乃
欲
改
修
以
均
水
利
。

其
歳
十
二
月
、
豫
算
其
費
、
以
付
組
合
會
議
。

咸
然
之
。

於
是
請
埼
玉
東
京
兩
知
事
、
得
允
。

四
十
年
四
月
、
起
工
、
翌
年
三
月
竣
。

樋
長
九
十
尺
、
廣
二
十
四
尺
七
寸
二
分
、
深
六
尺
一
寸
五
分
。

以
鐵
作
之
。

用
鋼
鐵
二
萬
二
千
十
四
貫
、
鐵
具
二
百
三
十
七
貫
、
鐵
線
六
十
四
貫
、
木
材
四
千
四
百
八
十
七
本
、
硬

石
一
百
二
枚
、
煉
瓦
二
十
五
萬
九
百
七
十
枚
、
膠
灰
八
百
一
樽
、
砂
礫
一
石
一
斗
五
升
、
毛
皮
二
巻
、

竹
繩
二
百
九
十
二
條
、
二
子
繩
二
千
六
百
七
十
二
條
、
藁
苞
六
千
四
百
六
十
、
竹
材
二
千
七
百
十
八
竿
、

杉
皮
五
十
二
束
、
柳
條
一
百
五
束
。

役
使
職
工
及
雜
役
夫
一
萬
三
千
二
百
七
人
、
工
吏
二
人
、
工
夫
一
人
。

資
金
凡
三
萬
九
千
百
八
十
二
圓
有
奇
。

而
縣
出
金
一
萬
千
二
百
九
十
五
圓
有
奇
、
府
出
金
四
千
二
百
二
十
五
圓
有
奇
、
以
補
助
之
。

其
餘
皆
係
組
合
町
村
出
資
矣
。

抑
經
始
斯
工
也
、
請
規
畫
於
本
縣
廳
技
師
島
崎
孝
彦
、
且
薫
監
之
。

其
製
堅
牢
、
涓
滴
無
漏
、
水
流
滾
滾
如
矢
、
以
灌
東
縁
南
北
足
立
南
埼
玉
三
郡
五
千
六
百
四
十
八
町
有

奇
及
西
縁
二
千
六
百
六
十
四
町
有
奇
之
田
、
綽
有
餘
裕
矣
。

於
是
組
合
會
員
胥
謀
、
欲
刻
之
石
、
以
不
朽
其
功
。
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余
乃
敘
其
事
、
且
作
詩
繋
之
曰
、

鐵
渠
横
水
上
、
一
路
駛
線
通
、
十
里
長
分
注
、
良
田
萬
頃
豐
。

明
治
四
十
三
年
六
月
、
埼
玉
縣
北
足
立
郡
長
從
六
位
勲
五
等
早
川
光
藏
撰
文
。

埼
玉
縣
女
子
師
範
學
校
教
諭
剛
石
木
村
増
二
謹
書
。

黒
須
平
吉
鐫
。

●
訓
訳

埼
玉
縣
知
事
正
五
位
勲
四
等
島
田
剛
太
郎
篆
額
。

見
沼
渠
は
、
大
將
軍
德
川
吉
宗
公
、
其
の
臣
井
澤
彌
總
兵
衛
に
命
じ
、
之
を
開
鑿
せ
し
め
以
て
灌
漑
に

資
す
る
な
り
。

實
に
享
保
十
二
年
に
在
り
。

渠
中
に
五
大
工
有
り
。

曰
く
元
圦
、
曰
く
八
間
、
曰
く
十
六
間
、
曰
く
伏
越
、
曰
く
懸
樋
。

ふ
せ
こ
し

か

け

ひ

懸
樋
は
、
本
郡
瓦
葺
村
に
在
り
。

之
を
故
老
に
聞
く
に
云
ふ
、

幕
府
の
伏
樋
懸
樋
閘
門
等
を
作
る
に
、
皆
な
木
材
を
用
ふ
。

十
年
毎
に
、
必
ず
之
を
改
修
す
。

ご
と

維
新
の
後
、
水
利
組
合
を
し
て
渠
を
管
せ
し
む
。

爾
來
、
民
の
費
え
漸
く
多
し
。

つ
ひ

や
う
や

期
を
過
ぎ
れ
ば
僅
か
に
之
を
修
補
す
る
の
み
、
と
。

わ
づ

然
れ
ど
も
經
年
の
久
し
き
に
、
材
は
朽
ち
水
漏
る
。

も

明
治
三
十
九
年
四
月
、
元
圦
を
改
修
し
、
水
量
倍
加
す
。

而
し
て
懸
樋
の
下
流
の
水
は
或
ひ
は
給
せ
ず
。

乃
ち
改
修
し
て
以
て
水
利
を
均
く
せ
ん
と
欲
す
。

其
の
歳
十
二
月
、
其
の
費
を
豫
算
し
、
以
て
組
合
會
の
議
に
付
す
。

咸
之
を
然
り
と
す
。

み
な是

に
お
い
て
埼
玉
東
京
兩
知
事
に
請
ひ
、
允
を
得
。

こ
こ四

十
年
四
月
、
工
を
起
こ
し
、
翌
年
三
月
、
竣
ふ
。

を

樋
の
長
さ
九
十
尺
、
廣
さ
二
十
四
尺
七
寸
二
分
、
深
さ
六
尺
一
寸
五
分
な
り
。

鐵
を
以
て
之
を
作
る
。

鋼
鐵
二
萬
二
千
十
四
貫
、
鐵
具
二
百
三
十
七
貫
、
鐵
線
六
十
四
貫
、
木
材
四
千
四
百
八
十
七
本
、
硬
石

一
百
二
枚
、
煉
瓦
二
十
五
萬
九
百
七
十
枚
、
膠
灰
八
百
一
樽
、
砂
礫
一
石
一
斗
五
升
、
毛
皮
二
巻
、
竹

繩
二
百
九
十
二
條
、
二
子
繩
二
千
六
百
七
十
二
條
、
藁
苞
六
千
四
百
六
十
、
竹
材
二
千
七
百
十
八
竿
、

杉
皮
五
十
二
束
、
柳
條
一
百
五
束
を
用
ふ
。

職
工
及
び
雜
役
夫
一
萬
三
千
二
百
七
人
、
工
吏
二
人
、
工
夫
一
人
を
役
使
す
。

資
金
は
凡
そ
三
萬
九
千
百
八
十
二
圓
有
奇
な
り
。

而
し
て
縣
は
金
一
萬
千
二
百
九
十
五
圓
有
奇
を
出
し
、
府
は
金
四
千
二
百
二
十
五
圓
有
奇
を
出
し
、
以

て
之
を
補
助
す
。

其
の
餘
は
皆
組
合
町
村
の
出
資
に
係
る
。
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抑
々
斯
の
工
を
經
始
す
る
や
、
規
畫
を
本
縣
廳
技
師
島
崎
孝
彦
に
請
ひ
、
且
つ
之
を
董
監
せ
し
む
。

其
の
製
の
堅
牢
な
る
こ
と
、
涓
滴
も
漏
る
る
無
く
、
水
の
流
れ
は
滾
滾
と
し
て
矢
の
ご
と
し
。

こ
ん
こ
ん

以
て
東
縁
は
南
北
足
立
南
埼
玉
三
郡
五
千
六
百
四
十
八
町
有
奇
を
、
及
び
西
縁
は
二
千
六
百
六
十
四
町

有
奇
の
田
を
灌
し
、
綽
と
し
て
餘
裕
有
り
。

是
に
お
い
て
、
組
合
會
員
胥
に
謀
り
、
之
を
石
に
刻
み
、
以
て
其
の
功
を
不
朽
に
せ
ん
と
す
。

こ
こ

と
も

余
乃
ち
其
の
事
を
叙
し
、
且
つ
詩
を
作
り
て
之
に
繋
け
て
曰
く
、

鐵
渠
水
上
に
横
た
わ
り
、
一
路
線
を
駛
せ
て
通
す

十
里
長
く
分
注
し
、
良
田
萬
頃
豐
か
な
り
。

明
治
四
十
三
年
六
月
、
埼
玉
縣
北
足
立
郡
長
從
六
位
勲
五
等
早
川
光
藏
撰
文
す
。

埼
玉
縣
女
子
師
範
學
校
教
諭
剛
石
木
村
増
二
謹
み
て
書
す
。

黒
須
平
吉
鐫
す
。

●
人
物

○
島
田
剛
太
郎

慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
か
ら
昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
。
越
前
藩
士
の
子
と
し

て
生
ま
れ
る
。
京
都
で
学
ん
だ
後
、
帝
国
大
学
法
科
大
学
を
卒
業
。
農
商
務
省
に
入
省
し
、
参
事
官
室

に
配
属
さ
れ
る
。
以
後
、
鉱
山
監
督
兼
農
商
務
省
参
事
官
、
林
野
整
理
局
書
記
官
な
ど
を
歴
任
し
、
明

治
四
十
（
一
九
○
七
）
年
、
京
都
府
事
務
官
と
な
り
、
同
年
埼
玉
県
知
事
に
就
任
し
た
。
産
業
、
教
育

の
振
興
に
尽
力
し
た
。
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
に
岐
阜
県
知
事
に
転
任
、
長
崎
県
知
事
を
経
て
、
同

八
（
一
九
一
九
）
年
に
知
事
を
辞
職
し
退
官
し
た
。

○
德
川
吉
宗
公

貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
か
ら
寛
延
四
（
一
七
五
一
）
年
。
初
代
将
軍
家
康
の
曾
孫

で
、
四
代
将
軍
家
綱
の
は
と
こ
に
あ
た
る
。
紀
州
藩
主
徳
川
光
貞
の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
紀
州
徳

川
藩
の
支
藩
と
も
い
う
べ
き
越
前
葛
野
藩
主
と
な
る
が
、
本
家
の
藩
主
が
相
次
い
で
逝
去
し
た
の
を
受

け
、
二
十
二
歳
で
紀
州
藩
主
に
就
任
。
こ
の
と
き
将
軍
綱
吉
か
ら
諱
を
賜
り
吉
宗
と
改
名
。
享
保
元
年

に
将
軍
家
継
が
早
逝
し
、
吉
宗
が
第
八
代
将
軍
と
な
っ
た
。
在
職
一
七
一
六
か
ら
一
七
四
五
年
。

○
井
澤
彌
惣
兵
衞

承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
～
元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
。
紀
伊
国
溝
ノ
口
の
豪
農

の
出
身
。
元
禄
三
（
一
六
九
○
）
年
に
紀
州
藩
の
徳
川
光
貞
に
召
し
出
さ
れ
る
。
の
ち
藩
主
徳
川
吉
宗

の
命
を
受
け
、
紀
の
川
流
域
の
新
田
開
発
を
行
う
。
吉
宗
が
将
軍
と
な
る
と
全
国
的
な
灌
漑
や
新
田
開

発
を
命
じ
ら
れ
た
。
主
な
事
業
と
し
て
、
見
沼
開
発
の
他
に
、
多
摩
川
改
修
、
下
総
国
手
賀
沼
新
田
開

発
、
木
曽
三
川
改
修
な
ど
が
あ
る
。

○
島
崎
孝
彦
・
黒
須
平
吉

不
詳
。

○
早
川
光
蔵

弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
～
大
正
五
（
一
九
一
五
）
年
。
号
は
藍
澳
。
多
門
寺
村
（
現
加

須
市
）
の
出
身
。
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
羽
生
学
校
長
と
な
り
、
一
旦
千
葉
県
に
転
じ
た
が
、
同
（
一

八
七
七
）
十
年
に
埼
玉
県
に
も
ど
り
、
衛
生
課
長
な
ど
を
経
て
、
同
三
十
（
一
八
九
七
）
年
か
ら
十
八
年

間
、
北
葛
飾
郡
長
と
北
足
立
郡
長
を
つ
と
め
た
。
病
の
た
め
大
正
四
（
一
九
一
四
）
年
に
官
を
辞
し
、
翌

年
亡
く
な
っ
た
。
漢
詩
文
に
す
ぐ
れ
、
第
二
代
埼
玉
県
令
白
根
多
助
を
中
心
と
す
る
漢
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
。
詩
文
集
に
「
藍
澳
遺
稿
」
が
あ
る
。
本
碑
文
は
未
収
。

○
剛
石
木
村
増
二

文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
か
ら
昭
和
十
三
（
一
九
三
八
）
年
。
本
名
増
二
、
号
が

剛
石
。
岐
阜
県
出
身
。
岐
阜
県
立
師
範
学
校
卒
。
浦
和
高
等
女
学
校
な
ど
で
教
鞭
を
取
り
、
「
小
学
習
字

帖
」
な
ど
の
書
道
の
教
本
を
執
筆
し
た
。
埼
玉
県
内
の
碑
文
も
多
く
手
が
け
て
い
る
。
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●
注

○
工

工
作
。
土
木
建
築
事
業
。
こ
こ
で
は
建
築
施
設
。

○
元
圦

行
田
市
下
中
条
に
あ
る
利
根
川
か
ら
の
取
水
口
。

○
八
間

久
喜
市
菖
蒲
上
大
崎
の
、
代
用
水
と
星
川
の
分
岐
点
下
流
の
代
用
水
側
に
設
け
ら
れ
た
八
間

堰
。
次
の
十
六
間
堰
と
あ
わ
せ
て
、
代
用
水
の
水
量
調
節
機
能
を
担
っ
て
い
た
。

○
十
六
間

同
じ
く
、
星
川
側
に
設
け
ら
れ
た
十
六
間
堰
。

○
伏
越

白
岡
市
柴
山
の
柴
山
伏
越
。
代
用
水
に
元
荒
川
の
下
を
く
ぐ
ら
せ
る
た
め
の
施
設
。

○
懸
樋

本
碑
に
記
さ
れ
て
い
る
瓦
曽
根
懸
樋
。
代
用
水
が
綾
瀬
川
の
上
を
筧
で
乗
り
越
え
る
も
の
。

○
閘
門

開
閉
式
の
水
門
。

○
水
利
組
合

見
沼
代
用
水
の
管
理
は
、
明
治
以
降
は
官
営
の
時
代
を
経
て
、
明
治
十
九
年
に
設
立
さ

れ
た
受
益
者
農
民
の
組
織
で
あ
る
「
見
沼
代
用
水
路
水
利
土
功
会
」
が
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
同
会
は
、

同
三
十
七
年
に
「
見
沼
代
用
水
路
普
通
水
利
組
合
」
へ
と
発
展
的
解
消
。
以
後
、
昭
和
二
十
九
年
の
見

沼
代
用
水
路
土
地
改
良
区
成
立
ま
で
普
通
水
利
組
合
が
管
理
し
た
。
組
合
執
行
部
の
長
を
組
合
管
理
者

と
い
い
、
議
決
機
関
（
評
議
会
の
よ
う
な
も
の
）
を
組
合
会
と
い
っ
た
。
ま
た
組
合
会
の
メ
ン
バ
ー
を

議
員
と
い
っ
た
。
な
お
初
代
の
組
合
管
理
者
は
、
北
足
立
郡
長
の
早
川
光
蔵
が
任
命
さ
れ
た
。

○
僅

や
っ
と
。

○
然
經
年
之
久

故
老
の
話
を
こ
れ
以
前
と
取
っ
た
。「
然
」
で
そ
れ
ま
で
の
話
を
総
括
す
る
と
考
え
た
。

○
明
治
三
十
九
年
四
月
改
修
元
圦

元
杁
を
鉄
や
セ
メ
ン
ト
を
用
い
た
近
代
的
な
施
設
に
改
造
し
た
事

業
。
「
見
沼
元
杁
改
築
之
碑
」
参
照
。

○
組
合
會

見
沼
代
用
水
の
管
理
は
、
明
治
以
降
は
官
営
の
時
代
を
経
て
、
明
治
十
九
年
に
設
立
さ
れ

た
受
益
者
農
民
の
組
織
で
あ
る
「
見
沼
代
用
水
路
水
利
土
功
会
」
が
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
同
会
は
、

同
三
十
七
年
に
「
見
沼
代
用
水
路
普
通
水
利
組
合
」
へ
と
発
展
的
解
消
。
以
後
、
昭
和
二
十
九
年
の
見

沼
代
用
水
路
土
地
改
良
区
成
立
ま
で
普
通
水
利
組
合
が
管
理
し
た
。
組
合
執
行
部
の
長
を
組
合
管
理
者

と
い
い
、
議
決
機
関
（
評
議
会
の
よ
う
な
も
の
）
を
組
合
会
と
い
っ
た
。
ま
た
組
合
会
の
メ
ン
バ
ー
を

議
員
と
い
っ
た
。
な
お
初
代
の
組
合
管
理
者
は
、
北
足
立
郡
長
の
早
川
光
蔵
が
任
命
さ
れ
た
。

○
四
十
年

明
治
。
西
暦
一
九
○
七
年
。

○
膠
灰

セ
メ
ン
ト
。

○
藁
苞

空
の
俵
。

○
工
吏

工
事
監
督
者
か
。

○
工
夫

通
常
は
工
事
に
従
事
す
る
人
夫
だ
が
、
な
に
か
特
殊
機
能
を
持
っ
た
工
事
従
事
者
か
。

○
經
始

建
設
土
木
工
事
を
始
め
る
。「
詩
経
」
大
雅
・
霊
台
に
「
経
始
霊
台
、
経
之
営
之
。
庶
民
攻
之
、

不
日
成
之
（
気
を
観
測
す
る
施
設
で
あ
る
霊
台
の
建
設
が
始
ま
っ
た
。
土
地
を
測
量
し
、
縄
張
り
を
し

た
。
人
民
が
（
自
ら
望
ん
で
）
建
築
作
業
に
関
わ
り
、
一
日
の
内
に
完
成
し
た
）
」
と
あ
る
。

○
規
畫

計
画
す
る
。
工
事
の
設
計
を
し
、
段
取
り
を
立
て
る
こ
と
。

○
董
監

董
は
監
督
す
る
。

○
涓
滴

わ
ず
か
な
水
の
し
た
た
り
。

○
滾
滾

水
が
沸
き
立
つ
よ
う
に
盛
ん
に
流
れ
る
さ
ま
。

○
東
縁
・
西
縁

見
沼
代
用
水
は
、
瓦
葺
懸
樋
を
過
ぎ
る
と
す
ぐ
に
、
東
西
二
筋
に
分
か
れ
る
。
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○
綽

ゆ
っ
た
り
と
し
て
余
裕
が
あ
る
さ
ま
。

○
詩

押
韻
は
、
二
句
末
「
通
」
と
四
句
末
「
豊
」
で
、
上
平
声
一
「
東
」
。

●
口
語
訳
（
章
立
て
と
小
見
出
し
は
訳
者
が
便
宜
的
に
つ
け
た
）

【
篆
額
者
】

埼
玉
縣
知
事
正
五
位
勲
四
等
島
田
剛
太
郎
に
よ
る
篆
額
。

【
見
沼
代
用
水
の
開
鑿
】

見
沼
代
用
水
は
、
大
将
軍
徳
川
吉
宗
公
が
、
そ
の
臣
下
で
あ
る
井
沢
弥
総
兵
衛
に
命
じ
て
、
開
鑿
さ

せ
た
も
の
で
あ
り
、
灌
漑
の
用
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
開
鑿
は
、
享
保
十
二
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。

【
見
沼
代
用
水
の
五
大
重
要
施
設
】

見
沼
代
用
水
に
は
、
五
つ
の
重
大
な
建
築
物
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
元
圦
、
八
間
堰
、
十
六
間
堰
、

伏
越
、
そ
し
て
懸
樋
で
あ
る
。

【
瓦
曽
根
懸
樋
、
故
老
の
話
】

そ
の
う
ち
懸
樋
は
、
北
足
立
郡
の
瓦
葺
村
に
あ
っ
た
。

故
老
か
ら
次
の
よ
う
に
聞
い
た
、

「
幕
府
が
伏
樋
や
懸
樋
、
閘
門
等
を
作
る
際
に
は
、
す
べ
て
木
材
を
用
い
た
。
木
材
は
朽
ち
や
す
い
の

で
、
必
ず
十
年
ご
と
に
改
修
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
明
治
維
新
後
は
、
代
用
水
並
び
に
諸
施
設
の
管
理

は
、
水
利
組
合
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
来
、
補
修
の
た
め
の
、
民
間
の
出
費
は
次
第
に
多
く

な
っ
て
き
た
。
耐
用
期
限
が
切
れ
て
や
っ
と
補
修
す
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
だ
。
」
と
。

【
懸
樋
大
改
築
計
画
】

こ
の
よ
う
に
補
修
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
、
経
年
変
化
の
た
め
、
木
材
が
腐
朽
し
て
き
て
水
漏
れ
が

顕
著
に
な
っ
て
き
た
。

そ
の
中
で
、
明
治
三
十
九
年
に
は
、
元
圦
を
近
代
的
な
施
設
に
改
築
す
る
事
業
が
あ
り
、
代
用
水
の

水
量
は
倍
増
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
懸
樋
の
下
流
で
は
、
水
量
が
十
分
供
給
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
懸
樋
を
近
代
的
な
施
設
に
改
修
し
て
、
水
の
供
給
と
そ
こ

か
ら
上
が
る
利
益
を
、
流
域
全
体
で
均
等
な
も
の
に
し
よ
う
と
考
え
た
。

そ
こ
で
同
年
十
二
月
、
か
か
る
費
用
を
計
算
し
、
水
利
組
合
の
組
合
会
の
議
に
付
し
た
。

す
る
と
、
満
場
一
致
で
承
認
さ
れ
た
。

か
く
し
て
、
埼
玉
県
・
東
京
府
の
両
知
事
に
認
可
を
請
い
、
承
諾
を
得
た
。

【
大
改
築
工
事
】

明
治
四
十
年
四
月
、
工
を
起
こ
し
、
翌
年
三
月
、
工
事
は
完
成
し
た
。

懸
樋
の
長
さ
は
九
十
尺
、
広
さ
は
二
十
四
尺
七
寸
二
分
、
深
さ
は
六
尺
一
寸
五
分
で
あ
る
。
鉄
製
の

樋
で
あ
る
。

【
工
事
に
要
し
た
資
材
】

こ
の
工
事
に
要
し
た
資
材
は
次
の
通
り
。

鋼
鉄
二
万
二
千
十
四
貫
、
鉄
具
二
百
三
十
七
貫
、
鉄
線
六
十
四
貫
、
木
材
四
千
四
百
八
十
七
本
、
硬

石
一
百
二
枚
、
煉
瓦
二
十
五
万
九
百
七
十
枚
、
セ
メ
ン
ト
八
百
一
樽
、
砂
利
一
石
一
斗
五
升
、
毛
皮
二

巻
、
竹
縄
二
百
九
十
二
條
、
二
子
縄
二
千
六
百
七
十
二
條
、
俵
六
千
四
百
六
十
、
竹
材
二
千
七
百
十
八
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竿
、
杉
皮
五
十
二
束
、
柳
條
一
百
五
束
。

【
従
事
者
】

職
工
及
び
雑
役
夫
一
万
三
千
二
百
七
人
、
工
吏
二
人
、
工
夫
一
人
を
役
使
し
た
。

【
事
業
資
金
】

事
業
に
要
す
る
資
金
は
、
総
額
で
、
三
万
九
千
百
八
十
二
円
あ
ま
り
で
あ
っ
た
。

埼
玉
県
が
一
万
千
二
百
九
十
五
円
あ
ま
り
を
、
東
京
府
は
四
千
二
百
二
十
五
円
あ
ま
り
を
補
助
し
た
。

そ
れ
以
外
の
部
分
は
、
水
利
組
合
関
連
の
町
村
か
ら
の
出
資
と
な
っ
た
。

【
県
庁
の
監
督
に
よ
る
完
成
】

そ
も
そ
も
こ
の
工
事
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
埼
玉
県
庁
の
技
師
島
崎
孝
彦
に
、
工
事
の
設
計
・
工
程

計
画
の
立
案
を
担
当
し
て
い
た
だ
き
、
加
え
て
実
際
の
工
事
の
監
督
も
お
願
い
し
た
。

【
完
成
し
た
懸
樋
の
働
き
】

か
く
し
て
完
成
し
た
懸
樋
が
堅
牢
な
こ
と
は
、
わ
ず
か
な
し
た
た
り
ほ
ど
の
漏
れ
も
な
く
、
水
の
流
れ

は
矢
の
よ
う
に
速
く
、
沸
き
立
つ
よ
う
に
豊
か
に
流
れ
る
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
東
縁
の
流
れ
は
、
南
北
足
立
南
埼
玉
三
郡
五
千
六
百
四
十
八
町
あ
ま
り
の
田
圃
を
、
西
縁
は

同
二
千
六
百
六
十
四
町
あ
ま
り
も
の
田
圃
を
灌
漑
し
、
な
お
余
裕
が
あ
る
さ
ま
で
あ
っ
た
。

【
建
碑
の
企
て
】

か
く
し
て
、
水
利
組
合
員
と
と
も
に
謀
り
、
こ
の
事
業
の
こ
と
を
文
章
化
し
て
石
に
刻
み
、
そ
の
功

績
を
永
遠
不
朽
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
計
画
し
た
。

【
撰
文
の
経
緯
】

そ
こ
で
、
郡
長
で
あ
り
水
利
組
合
長
で
あ
る
私
が
、
こ
の
事
業
の
こ
と
を
叙
述
し
た
の
で
あ
る
。

【
詩
】

か
つ
、
詩
を
作
り
、
碑
文
に
続
け
る
。

詩
に
言
う
、

鉄
の
筧
が
川
の
上
に
横
た
わ
り

一
筋
の
水
路
を
代
用
水
の
水
が
早
馬
の
よ
う
に
駆
け
て
ゆ
く

こ
こ
か
ら
長
く
十
里
の
下
流
ま
で
水
を
分
か
ち
注
ぎ

一
万
頃
に
も
お
よ
ぶ
良
田
に
豊
か
な
実
り
を
も
た
ら
す
の
だ

【
記
事
】

明
治
四
十
三
年
六
月
、
埼
玉
県
北
足
立
郡
長
従
六
位
勲
五
等
早
川
光
藏
が
撰
文
し
た
。

埼
玉
県
女
子
師
範
学
校
教
諭
木
村
増
二
（
号
剛
石
）
が
謹
ん
で
字
を
書
い
た
。

黒
須
平
吉
が
鐫
刻
し
た
。

三
．
資
料

（
一
）
「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」（
文
政
十
三
（
一
八
三
○
）
年
）
巻
之
百
四
十
五

足
立
郡
之
十
一

●
南
部
領

◎
上
瓦
葺
村

：
山
川

○
綾
瀬
川

「
村
の
北
の
方
埼
玉
郡
の
境
を
流
る
、
川
幅
十
間
、
こ
の
川
の
中
間
に
掛
樋
を
造
り
、
下
蓮
川
村
よ
り
三
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沼
代
用
水
を
引
き
い
れ
、
當
村
に
至
り
、
東
西
の
二
派
に
分
れ
、
一
は
郡
内
西
南
の
方
村
々
の
用
水
と
な

し
、
一
は
東
北
數
村
の
水
田
に
沃
ぎ
、
埼
玉
、
足
立
兩
郡
の
内
三
百
四
十
六
ヶ
村
の
用
水
と
な
せ
り
、
此

邊
園
元
は
用
水
不
便
に
し
て
、
近
き
あ
た
り
の
池
沼
或
は
溜
井
よ
り
用
水
を
引
入
れ
し
を
享
保
十
三
年
井

澤
彌
惣
兵
衞
命
を
奉
じ
て
彼
池
沼
溜
井
を
埋
て
新
田
と
な
し
其
か
は
り
と
し
て
此
用
水
を
開
け
り
、
掛
樋

は
長
廿
八
間
、
高
さ
六
尺
、
横
四
間
あ
り
、
春
冬
の
間
は
こ
の
樋
の
内
舟
を
通
じ
て
運
漕
に
便
す
る
類
、

か
々
る
樋
關
東
の
國
々
に
は
稀
な
る
こ
と
な
り
、」

四
．
主
な
参
考
資
料

①
翻
刻
と
訓
訳

・
「
見
沼
代
用
水
沿
革
史
」
（
一
九
五
七
）（
「
見
沼
土
地
改
良
区
史
」
に
再
録
）

②
翻
刻

・
「
い
し
ぶ
み

碑
に
刻
ま
れ
た
埼
玉
の
土
地
改
良
」（
一
九
八
三
）

・
「
伊
奈
町
史
資
料
調
査
報
告
書

第
三
集

伊
奈
町
の
金
石
文
」（
一
九
八
七
）

・
「
葛
西
用
水
史

資
料
編
上
」
（
一
九
八
八
）

③
論
文
な
ど

・
「
見
沼
代
用
水
沿
革
史
」
（
一
九
五
七
）

・
「
見
沼
土
地
改
良
区
史
」
（
一
九
八
七
）
…
…
右
記
を
継
承
加
筆

以
上

二
○
二
五
年
九
月

薄
井
俊
二
訳
す


